


（別紙） 

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン（内規）（２０２２０５３０保局第１号）の一部を改正する案新旧

対照表 

 

改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン（内規） 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 太田 雄彦 

第 1-1条 目的 

本ガイドラインは、自家用電気工作物（発電事業の用に供するもの及び小規模

事業用電気工作物を除く。以下同じ。）の遠隔監視システム等、制御システム等

のサイバーセキュリティの確保を目的として、自家用電気工作物を設置する者

（以下「設置者」という。）が実施すべきセキュリティ対策の要求事項について

規定したものである。 

〔解 説〕 

本ガイドラインは、自家用電気工作物（発電事業の用に供するもの及び小規模事

業用電気工作物を除く。以下同じ。）の遠隔監視システム等、制御システム等のラ

イフサイクルにおけるサイバーセキュリティについて規定したものである。 

（略） 

第 1-1条 目的 

本ガイドラインは、自家用電気工作物（発電事業の用に供するものを除く。以

下同じ。）の遠隔監視システム等、制御システム等のサイバーセキュリティの確

保を目的として、自家用電気工作物を設置する者（以下「設置者」という。）が

実施すべきセキュリティ対策の要求事項について規定したものである。 

〔解 説〕 

本ガイドラインは、自家用電気工作物（発電事業の用に供するものを除く。以下同

じ。）の遠隔監視システム等、制御システム等のライフサイクルにおけるサイバーセ

キュリティについて規定したものである。 

（略） 
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